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1．投稿の資格は次のとおりとする．

（1） 獨協大学（以下「本学」という．）外国語学部交流文化学科（以下「本学科」という．）

の専任教員及び特任教員．

（2） （1）を除く，本学専任教員

（3） その他，本学科教授会が適当と認めた本学以外の者

2．  投稿原稿（以下「原稿」という．）は未公刊のもので，本学科の教育および研究に資す

るものとする．

3．   原稿のタイトルの届出は毎年10月下旬とし，原稿の提出期限は1月上旬とする．掲載の

採否は本学科教授会が決定する．

4．原稿の種別は次のとおりとする．

（1）論文

（2）研究ノート

（3）本学科が主催，共催又は後援した事業の報告

（4）書評

（5）その他本学科教授会が適当と認めたもの．

5．原稿は横書きとする．

6．  使用言語は原則として日本語もしくは英語とする．ただし，本学科教授会が認めた場合

には，その他の言語を使用することができる．

7．  執筆者には別刷りを30部を限度として無償で提供し，それ以上を希望する場合は個人

負担とする．

8．執筆要項の詳細については，別途定める．

9．この規定の改正は，本学科教授会の議決による．

附則

この規定は，2011年1月12日から施行する．

Encounters 獨協大学外国語学部交流文化学科紀要　投稿規定


